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未来政策部 公共・人づくり推進課

共感による公共マネジメン トパ ッ ケージ

変化する社会経済情勢に対応しながら、市民等との共感により柔軟かつレジリエントな公共を育み、持続可能な伊賀市をつくること
を目指します。

※マネジメント…目標を達成するために、「ひと・もの・かね・情報」といった経営資源を効果的に活用し、リスク管理しながら最適な成果を生み出す活動
※レジリエント…困難をしなやかに乗り越え回復する力がある状態

行政事務事業評価審査
委 員 会

審査資料２
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共感による公共マネジメントパッケージとは

・人口減少や少子高齢化、情報化の進展やライフスタイルの多様化など、社会
経済情勢が変化する中、社会課題も複雑化、多様化し、行政に求められる
役割が増加しています。

・人口減少が進む中にあっても地域力を高めるべく、第3次総合計画では、あらた
めて「公共」のあり方の見直しを進めることとし、「共感による参加型社会」（＝
「これからの公共」）づくりの必要性を示しました。

・行政経営資源(ひと・もの・かね)が減少する中、未来の世代にとっても、より良い
社会を形成していくためには、さらなる行政経営改革に取り組み、限りある経営
資源を有効活用し、時代の変化に対応した公共サービスを創出、提供していく
必要があります。

・本パッケージは、本市が抱える問題と取り組む課題を整理し、目指す行政経営
改革の基本方針を示す「行政経営改革を進めるための考え方」と、事務事業
を改善するための支援ツールとなる「4つのガイドライン」をまとめたものとなります。

これから ＝ 共感による公共マネジメントパッケージ

行財政改革大綱 行政経営改革を進めるための考え方

効率的、効果的な事業展開のための4つのガイドライン

＋
行政総合マネジメントシステム

【視点】●持続可能な行政経営 【視点】●持続可能な行政経営 ●共感による参加型社会の構築

これまで

④事務事業の改善と改善に関するガイドライン

③市民等との情報共有に関するガイドライン

②公民連携手法に関するガイドライン

①公共サービスにおける行政の役割に関するガイドライン

基本方針

重点事項

実施計画＋

H28～R6

H17～27

PDCAサイクルによる
行政経営改革の仕組み

効率的、効果的な事業展開のための仕組みづくり

評価指標

問題と課題の整理

基本方針

実行計画（4年間の重点取組）＋

R7～

支
援
ツ
ー
ル
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本パッケージの構成

共感による公共マネジメントパッケージ

～「行政経営改革を進めるための考え方」と
４つの「ガイドライン」～

行 政 経 営 改 革 を
進めるための考え方
→P05

公共サービスにおける行
政の役割に関するガイド
ライン→P17
(青のガイドライン)

公民連携手法に関する
ガイドライン→P23

(赤のガイドライン)

市民等との情報共有に
関するガイドライン→P29

(黄のガイドライン)

事務事業の評価と改善
に関するガイ ド ラ イ ン
→P37
(緑のガイドライン)

＋

・これまでの「持続可能な行政経営」に、「共感による参加型社会の構築」を加えた視点
により、未来の世代にとっても、より良い社会を築くため、効率的、効果的な公共サービス
の展開を目指します。
・本パッケージは、本市が抱える問題と取り組む課題を整理した「行政経営改革を進める
ための考え方」と、事務事業を効率的、効果的に展開するための支援ツールとなる「ガイ
ドライン」をまとめたものです。

・本パッケージは、総合計画に伴走し、本市の行政経営の状態をチェックし、改善のために必要な取組みを示すとともに、目指す姿の実現に向け、「市職員
が自律的に行政経営改革を考え行動すること」を支えることを目的に作成したもので、市職員が行動するための手引きとなるものです。

すべての ひとが輝く 地域が輝く

伊賀市行政総合マネジメントシステムによるPDCAサイクル

総合計画(目指す姿)の実現

事務事業を効率化、最適化し、PDCAサイクルの質を向上させ、成果を最大化

４つのガイドライン
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目次

Ⅰ 行政経営改革を進めるための考え方
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2. これからの公共の実現 …… P07
3. 伊賀市行政総合マネジメントシステム …… P08
4. 本市の行政経営を取り巻く問題と、行政経営改革の視点の整理 …… P09
5. 問題と課題の整理（社会的問題） …… P10
6. 問題と課題の整理（行政の構造的問題） …… P11
7. 問題と課題の整理（施策推進上の問題）…… P12
8. 効率的、効果的な事業展開のための仕組みづくり …… P13
9. 事務事業の改善を「考える」仕組みづくり …… P14
10.評価指標 …… P15

Ⅱ 公共サービスにおける行政の役割に関するガイドライン …… P17

Ⅲ 公民連携手法に関するガイドライン …… P23

Ⅳ 市民等との情報共有に関するガイドライン …… P29

Ⅴ 事務事業の評価と改善に関するガイドライン …… P37
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行政経営改革 を進 め る た め の考 え方
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目的

・本市では平成18年度以降、行財政改革大綱、行政総合マネジメント
システムにより行政経営改革を実行してきました。
しかし、本市においては、これまでの将来見通しを超える人口減少や超
高齢社会が本格的に到来し、社会経済情勢が激しく変化する中、社
会課題についても複雑化、多様化しています。

・このような状況下においても、本市が持続可能なまちであり続けるため、
第3次伊賀市総合計画では、「共感による参加型社会」(=「これからの
公共」)づくりの必要性を示しました。

・未来の世代にとっても、より良い社会を築くためには、限りある経営資源
(ひと・もの・かね)を有効に活用し、時代の変化に対応した公共サービス
の創出と継続的な提供が重要となります。

・このような背景を踏まえ、「行政経営改革を進めるための考え方」では、
本市が抱える問題、課題を整理した上で、本市が目指す行政経営改
革の基本的な方針を示します。

対象期間

令和７年度から令和10年度までの４年間とします。

１．目的、対象期間

・共感による参加型社会が構築された、持続可能なまちをつくる。
・限りある経営資源を有効活用し、時代の変化に対応した公共
サービスを提供する。

基本方針
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これからの公共を考える

・これまでの将来見通しを超える人口減少や超高齢社会が本格的に到
来し、社会経済情勢が激しく変化する中、社会課題についても複雑化、
多様化が進んでいます。

・このような状況において、持続可能な伊賀市をつくるためには、市民や地
域、関係団体、民間事業者、大学、専門家などの多様な主体が有機
的に協働する「共感による参加型社会」（＝「これからの公共」）づくり
が必要です。

・“伊賀市ならでは”のまちづくりにおける「これからの公共」をつくるため、共
通の課題意識をもってみんなで取組を進めます。

「これからの公共」の構築に向けた２つの取組

１ “共感”による公共のしくみづくり 【行政の取組】

・“共感”によるまちづくりを進めていくためには、課題に対する解決策のみ
を示すのではなく、課題解決の検討プロセスを共有していく必要がありま
す。
・めざす姿と現状の差（ギャップ）＝問題を明らかにし、行政課題を洗い
出し、分析し、原因を明確化し、解決策を導くまでのプロセスを可視化
し、これらを市民等にわかりやすく示すしくみを構築します。
・“共感”を高めるため、「伝わる・つながる」を意識し情報を届けます。

２ “まなび”によるひとづくり 【みんなの取組】

・「公共」に参画するひとづくりに向けては、“まなびたい”ときに“まなぶ”こと
ができる環境づくりが必要です。
・生涯学習活動のさらなる推進や、多様な働き方を実現するためのリカレ
ント教育の推進、人材開発（担い手育成）などにより“まなび”を深め、
福祉・農林業・地域コミュニティなどさまざまな分野における担い手づくり
に努めます。
・また、行政においても、課題を解決するためのプロフェッショナル人材の育
成に取り組みます。

２．これからの公共の実現（第３次伊賀市総合計画から抜粋）

公共 ― ここでの「公共」とは、特定の個人や団体のものではなく、社会全体に共通
する福祉や利益に係る事柄などを指します。つまり、「公共」は“みんなのためのも
の”であり、公共の範囲は行政の活動にとどまらず、ＮＰＯや市民活動、企業の
活動など、行政以外の主体が公共のために行う活動も含み表現しています。 公
共は、行政と関連付けて理解されることが多くありますが、より広い概念であり、行
政は公共を担う主要な主体の一つとして考えます。

伊賀市がめざす「これからの公共」のイメージ
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３．伊賀市行政総合マネジメントシステム

・伊賀市行政総合マネジメントシステムとは、「第３次伊賀市総合計画」に
基づく施策をPDCAという手法を用い、このサイクルにより施策をスパイラル
アップさせ、計画を実現し、将来像に近づけるための仕組みです。

・PDCAは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の
頭文字を取ったもので、業務効率を改善するためのフレームワークです。

・このPDCAを繰り返すPDCAサイクルにより、継続的な業務改善を行い、
まちづくりを総合的かつ計画的に進めていきます。

伊賀市行政総合マネジメントシステム

Plan
計画

Do
実行

Check
評価

Action
改善

施策、事務事業評価

まちづくりアンケート

総合計画審議会

サマーレビュー
(経営協議)

予算編成方針

予算要求

予算査定
当初予算（施政及び予算編成方針）

施策、事務事業の実施

【成果物】
・行政経営報告書
・主要施策の成果
報告書

市議会に提出(9月)

共 感

組織改善、人員配置
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４．本市の行政経営を取り巻く問題と、行政経営改革の視点の整理

行
政
経
営
改
革
の
視
点

行
政
経
営
を
取
り
巻
く
問
題

評価指標

→P15

問題と課題の整理 →P10 問題と課題の整理 →P11 問題と課題の整理 →P12

行政の構造的問題

ひと （組織、人材）

もの （公共資産）

かね （財政状況）

情報 （管理・活用）

施策推進上の問題

市民満足度が下降

市民参画度が横ばい

市民 へ の共有不足

共感による参加型
社 会 の 構 築

持 続 可 能 な
行 政 経 営

社会的問題

人 口 減 少

課題の多様化、複雑化

これまでの行政経営改革の視点

これからの行政経営改革の視点



10

社会課題の多様化、複雑化

・人口減少や少子高齢化のほか、情報化の進展やライフスタイルの多様
化など、社会経済情勢が激しく変化し、社会課題が多様化、複雑化し、
行政に求められる役割も増加しています。

・一方、行政経営資源(ひと・もの・かね)が減少し、社会課題と行政経
営資源との間のギャップが拡大することが想定されます。

・そのような中においても、持続可能なまちであり続けるためには、時代の
変化に応じた事業手法の見直しなどの行政経営改革をさらに進める必
要があります。

・市が抱える問題を明確にし、取り組むべき課題とその解決策の検討プロ
セスを市民、地域、民間等と共有し、共感を得ながら、協働で社会課
題を解決するまちづくりを進める必要があります。

人口減少

・全国的に人口減少、少子高齢化は急速に進展し、団塊の世代が75
歳以上となる令和7年度以降も後期高齢者は引き続き増加が見込ま
れる一方、生産年齢人口は急速な減少を続けることが見込まれていま
す。

・本市においても加速度的に人口減少しており、近年では毎年1,000人
を超えるペースで減り続け、令和32年には約6万人になると推計されて
います。

・出生数は減少傾向が続いている一方、死亡数は増加傾向が続いてお
り、近年はその差が広がっています。また、ほとんどの年で転出が転入を
上回っています。

・以上のことから、自然減や社会減により、人口が減少し続けています。

５．問題と課題の整理（社会的問題）

人口減少、少子高齢化、社会経済情勢の変化

社会課題

行政経営資源（ひと・もの・かね）

ギャップが拡大

社会経済情勢の変化にともなう社会課題の多様化と行政経営資源の関係

100,623 
97,207 

90,581 
88,766 

84,149 
79,441 

74,749 70,033 
65,258 

60,581 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

伊賀市の人口と将来推計（国勢調査と社人研推計による）

年少人口 生産年齢人口 老年人口 全人口

実績値 推計値
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ひと （組織、人材）

・多様化、複雑化する社会課題に対応するため、伊賀市職員定員管理
方針、伊賀市職員研修推進計画に基づく計画的な人材の育成、確
保がこれまで以上に重要となっています。

・社会経済情勢の変化等により多様化、複雑化する市民ニーズに対応
するため、庁内複業人材制度やタスクフォースの活用等、部局横断的
な取り組みが柔軟に行える行政組織への変革が必要です。

・限られた職員数で持続可能な行政サービスが提供できるよう、職員が
最大限に能力を発揮できる組織づくりや、適正な定員管理を行う必要
があります。

・ワーク・ライフ・バランスを保ちながら、職員の働きがいや意欲を高め、能
力を最大限発揮できるよう、職員の意識変革と多様な働き方を受け入
れる職場環境づくりが必要です。

もの （公共資産）

・本市では維持管理が必要な施設を多く抱えており、施設の処分や統廃
合等により、資産の総量縮減の取り組みをさらにすすめていく必要があり
ます。

・公共施設総合管理計画、公共施設最適化計画等に基づく計画的な
公共資産総量の縮減と、計画的な点検、劣化度調査、長寿命化によ
る維持管理経費等の縮減と平準化を図る必要があります。

・インフラの老朽化が進む中において、社会インフラを適切に維持できるよ
う財源や人材の確保等、将来を見据えたマネジメント手法を構築する
必要があります。

かね （財政状況）

・本市は事務事業や施設が多いことなどから、人件費や物件費の割合が
大きく、これが行政コストの高止まりの要因であると考えられます。

・本市は税収等の一般財源に対する行政コストの比率が100％を超え、
過去から蓄積した資産を取り崩している状況にあることからも、各種財
政指標の分析を行い、健全で持続可能な財政運営を目指す必要があ
ります。

・市民負担の公平性、適正な受益者負担を目指し、公共サービスにおけ
る行政の役割や関わり方を整理する中で、補助金の適正化とあわせて、
使用料等の見直しについても検討する必要があります。

情報 （管理・活用）

・国の動向やデジタル技術の動向に注視し、本市に適したデジタル実装の
取り組みを、全庁的、横断的に推進する必要があります。

・AIなど先端技術が日々進化するなかで、これらの効果的な活用を推進
する必要があります。

・行政DXの推進により、デジタル技術を活用したさらなる市民サービスの
向上と、行政運営の効率化を進める必要があります。

・行政データの蓄積、適切な管理とあわせて、蓄積したデータを分析する
ためのシステム環境整備と職員のスキル向上が必要です。

6．問題と課題の整理（行政の構造的問題）
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まちづくりアンケートから見える問題

・毎年実施している「まちづくりアンケート」の結果から、全施策に対する満
足度の平均が約50％、参画度の平均は43％前後であり、満足度、
参画度とも伸び悩んでいることが分かります。

・要因の一つとして、市の政策、施策に対する理解、共感が不足している
ことがあると考えられます。

・共感による参加型社会の構築による、これからの公共の実現に向けては、
市が抱える問題と取り組むべき課題検討プロセスを市民等と共有し、共
感し、協働で社会課題を解決する仕組みづくりが必要です。

７．問題と課題の整理（施策推進上の問題）

52.6% 49.3% 50.8% 50.1%

43.7% 44.2% 42.6% 43.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

R3 R4 R5 R6

満足度、参画度の全施策平均（まちづくりアンケート結果）

満足度平均 参画度平均

【満足度】
「理解と共感につながる市政情報の共有化ができている」の問いに対する
満足度は、年々下降し令和5年度以降は50％を下回っています。
【参画度】
「市政やまちづくりに関する情報を積極的に受け取るよう努め、その情報
によって市政に参画している」の問いに対する参画度は、30％台となって
います。
※令和6年度は質問内容の一部変更により上昇したものと考えられます。

54.0% 51.3% 49.4% 48.5%

35.2% 34.1% 30.9%

52.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

R3 R4 R5 R6

広聴広報の満足度、参画度（まちづくりアンケート結果）

満足度 参画度
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これまでの事業展開

・行政総合マネジメントシステムにより、評価と改善による軌道修正はして
いるものの、共通のルール等がなかったことから、到達点や到達ルートに
ばらつきがあります。

これからの事業展開（目指す姿）

・共感による参加型社会の構築、持続可能な行政経営の視点により事
務事業を進める仕組み(共感による公共マネジメントパッケージ)を導入
し、将来像の実現に向け効率的、効果的な事業展開を目指します。

８．効率的、効果的な事業展開のための仕組みづくり

将来像

現 状

行政総合マネジメント
システムによる軌道修正

将来像

現 状

行政経営

市民満足 情報共有

到達ルート 到達ルート

施策、事務事業 施策、事務事業

共 感 に よ る 公 共
マネジメントパッケージ

効率的、効果的
な 事 業 展 開 の
ための仕組みづくり

行政総合
マネジメントシステム
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施策の実効性を高めるための事務事業改善

・行政経営を取り巻く「行政の構造的な問題」、「施策を進める上での問
題」の解決に向けては、行政総合マネジメントシステムによる施策の
PDCAとあわせて、施策を構成し支える事務事業を改善し続けることがが
重要です。

・行政経営改革を進めるにあたり、施策評価、事務事業評価、予算要求、
市民等との情報共有のための「共通管理シート」により、事務事業の改
善を常に「考える」仕組みを構築します。

９．事務事業の改善を「考える」仕組みづくり

施策

行政の構造的問題、施策推進上の問題の解決に
向け、4年間で取り組む方針

事務事業

施策の目的、目標を達成するための具
体的な取組み

市民等との情報共有

施策評価

事務事業評価

予算要求概要

施策名

事務事業名

基本情報

・目的、問題、課題等
・評価指標
・目標値
・決算情報
・予算情報
・市民等への情報共有（時期、手法） 等

行政の役割

事務事業評価

共通管理シートのイメージ

行政経営改革
実 践 に 向 け た
ガイドラインを整備

データ抽出
必要な書類の作成

具体的な取組みの展開
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10．評価指標

持続可能な行政経営

共感による参加型社会の
構築

評価指標 現状値(R6) 目標値(R10)

市民満足度 50.1％ 60.1％

市民参画度 43.5％ 53.5％

※目標値(R10)は、R9年度実施の「まちづくりアンケート」の結果

■地方公会計による指標

評価指標 現状値(R５) 類似団体
※(R4)

目指す方向性 構造的問題の視点

住民一人あたりの償却資産取得金
額

3,800千円 2,597千円 減少 もの

有形固定資産減価償却率 69.1% 63.4％ 減少 もの

住民一人あたりの負債額 660千円 496千円 減少 もの、ひと、情報

住民一人あたり行政コスト 484千円 419千円 減少 もの、ひと、情報

行政コスト対税収等比率 100.4% 98.1％ 100％未満 もの、ひと、かね、情報

受益者負担比率 3.2% 4.1% 増加 かね

実質純資産比率(インフラ資産を除く
純資産比率)

51.6% 49.3% 増加 もの

※「類似団体」は、一般市「Ⅱ-0」と「Ⅱ-2」の合算の平均値

≪地方公会計による指標による理由≫

公会計は単なる財政的な指標ではなく、行政の構造的問題である「ひと」「もの」「かね」「情報」がそれぞれ影響した結果として

「持続可能な行政経営」が可能かどうかを示すことが期待できる。
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評価指標（用語解説）

評価指標 説明

市民満足度 伊賀市まちづくりアンケートによる各施策に対する市民満足度

市民参画度 伊賀市まちづくりアンケートによる各施策に対する市民参画度

評価指標 計算式 指標の概要と指標を見るポイント

住民一人あたりの有形固
定資産取得金額

有形固定資産の取得金額÷住
民基本台帳人口

【指標の概要】 住民一人当たりの有形固定資産の保有規模を把握するための指標
【ポイント】 住民サービスの充実度を評価することができる。有形固定資産縮小の必要性の参考となる。

有形固定資産減価償却
率

減価償却累計額÷(有形固定
資産の取得価額+減価償却累
計額)

【指標の概要】 資産の耐用年数に対して取得からどの程度経過しているかを把握するための指標
【ポイント】 公共施設の老朽化対策を検討する際の参考となる。

住民一人あたりの負債額 自治体の総負債額÷住民基本
台帳人口

【指標の概要】 住民一人当たりの負担規模を示すための指標
※臨時財政対策債を含む全ての地方債だけでなく、退職手当引当金や未払金など、発生主義によるすべての負債が含まれる。

【ポイント】 住民一人当たりの負債負担を把握できる。財政の健全性や将来的な資産管理の必要性を可視化できる。

住民一人あたり行政コスト 純行政コスト÷住民基本台帳人
口

【指標の概要】 住民一人当たりの行政サービスにかかるコストを可視化するための指標
【ポイント】 自団体の効率性を評価、分析することができる。

行政コスト対税収等比率 純行政コスト÷当年度の収入財
源

【指標の概要】 純行政コストが当年度の収入財源によってどの程度まかなわれているかを示す指標
※減価償却費を含めたフルコストで測定

【ポイント】 100%を超える場合は、行政コストが収入財源を上回り危険な状態と言える。100%を切る場合は、持続
可能な運営が行われていることを示す。

受益者負担比率 経常収益÷経常費用 【指標の概要】 行政サービスに係る使用料・手数料などの受益者負担の金額（経常収益）を経常費用（行政サー
ビス提供に係る負担）と比較し、行政サービスの提供に対する受益者負担割合を示す指標
【ポイント】受益者負担の割合を評価することができるが、給食費や保育料の無償化などの政策の影響を受けやすく、
事業別、施設別に細分化して分析する必要がある。

実質純資産比率(インフラ
資産を除く純資産比率)

純資産額(インフラ資産を除く)÷
総資産額(インフラ資産を除く)

【指標の概要】 換金価値のないインフラ資産を除いた資産が総資産に対してどれくらい占めているかを示す指標
【ポイント】 有形固定資産等がどの世代の負担により取得されたかを把握できる。分析により公営企業を持続可能な
企業体にマネジメントする必要性を示すことができる。
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公共サービスにおける行政の役割に関するガイドライン
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１．目的

※本ガイドラインでは、行政以外の市民や地域、関係団体、民間事業者、大学、専門家などの主体を総称し「民間」と表現しています。

平成19年11月
「民間活用ガイドライン」策定

平成24年11月
「伊賀市公的関与のあり方に関する点検指針」策定

令和3年3月
「伊賀市公民連携(PPP)ガイドライン」策定

公共サービスにおける行政の役割に関するガイドライン

公 民 連 携 手 法 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン

改定

改定

・本市における公共サービスについては、平成19年11月に「民間活用ガイ
ドライン」、 平成24年11月に「伊賀市公的関与のあり方に関する点検
指針」、さらに令和3年3月に「伊賀市公民連携(PPP)ガイドライン」を策
定し、行政と民間の役割分担の考え方を示し公民連携を進めてきました。

・現行の「伊賀市公民連携(PPP)ガイドライン」のみでの単一的な取組み
では、市民や事務事業を進める職員の理解や共感を得にくいことから、第
3次伊賀市総合計画に掲げる「これからの公共」の考え方を踏まえつつ、
「公民連携手法に関するガイドライン」「市民等との情報共有に関するガ
イドライン」「事務事業の評価と改善に関するガイドライン」と本ガイドライン
を連動させて進めます。

・本ガイドラインと「公民連携手法に関するガイドライン」は、持続可能な行
政経営に向けて、これまでの「民間活用ガイドライン」「伊賀市公的関与
のあり方に関する点検指針」「伊賀市公民連携(PPP)ガイドライン」を実
践的なものとして再整理し、特に本ガイドラインでは、行政と民間のそれぞ
れの役割について考え方を示すものです。
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２．基本的な考え方

現在の公共サービスのイメージ

(1)現在の公共サービス

・現在の公共サービスは、多様化・高度化するニーズに対応するため、行政
に求められるサービスが肥大化するとともに、人口減少、経済情勢の変動
によって縮小した民間サービスの範囲を行政のサービスによって補完するよ
う各種施策を進めています。

・しかしながら、限られたリソース(財源、人材など)では限界があり、全ての
範囲には対応できず、また分野や施策によってサービスの不均衡が生じて
しまう可能性があります。

・現在の公共サービスは、その多くが民間サービスとの連携や役割が整理さ
れずに進められています。これは、行政、民間それぞれがサービスを提供す
る【サービス・プロバイダー型】の構造となっていることが要因であると言え
ます。

民
間

サ
ー
ビ
ス

公
共
サ
ー
ビ
ス

○ニーズの多様化・高度化によって新たに求められるように
なったサービス
○民間サービスの縮小に伴い提供されなくなったサービス

行政の役割

市

民

≒

肥大傾向

民間の役割

縮小傾向

提供

提供

提供

サービス・プロバイダー型とは…

ここでのサービス・プロバイダー型は、行政
が市民等に直接サービスを提供する形態
を指しています。このモデルでは、行政が主
体となってサービスを計画、実施、管理す
ることを想定しています。



20

これからの公共サービスのイメージ

(2)これからの公共サービス

・第3次伊賀市総合計画においては、「公共」を特定の個人や団体の者で
はなく、社会全体に共通する福祉や利益に係る事柄で、みんなのための
ものであると定義しています。

・「これからの公共サービス」の提供に向けては、改めて行政と民間の役割を
整理し、それぞれの役割の範囲を踏まえたサービスの提供のあり方を示す
とともに、多くの公共サービスを協働により提供していくことを目指します。

・これからの公共サービスでは、行政が必要な公共サービスの仕組みを考え、
民間サービスを通じて、その提供を行う【プラットフォーム・ビルダー型】に
転換していきます。

民
間

サ
ー
ビ
ス

公
共
サ
ー
ビ
ス

市

民

民
間
の
役
割

行
政
の
役
割

事業連携

事業連携

事業連携

事業連携

委託、指定管理、PFI等の
手法により、行政と民間が
連携、協働しながら市民へ
の公共サービスを提供する

≠

公益性／私益性、
必需性／選択性の
状態によって行政の
役割の範囲を考える

提供

提供

プラットフォーム・ビルダー型とは…

ここでのプラットフォーム・ビルダー型は、行
政がプラットフォーム（特定の目的や機能
を提供するための基盤や土台）を構築し、
その上で市民や企業、その他の団体が
サービスを提供するモデルを想定しています。
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(1)活動領域の確認

・行政と民間の役割を整理するためには、役割の範囲と目安となる事務事
業等の性質を見極める必要があります。

・行政と民間の活動領域と領域区分を確認し、行政と民間それぞれが担う
べき具体的な役割を検討します。

(2)領域区分別の役割の範囲

・第Ⅰ領域は、基本的に行政が担うべき活動領域です。日常生活の質を
維持するため、最低限保証することが必要な領域であり、市場原理には
なじみにくい性質があります。一方、場合によっては、民間委託等により効
率化を図る等の視点も必要となります。

・第Ⅱ領域、第Ⅲ領域は、相互の役割を整理し、行政と民間がそれぞれの
役割を担うべき活動領域です。

３．具体的な進め方

行政と民間の活動領域
・第Ⅱ領域は、社会的弱者を生じさせないという公的

な役割が端的に示される領域であり、第Ⅲ領域に比

べて、行政による役割が大きいものと整理しています。

・第Ⅲ領域は、行政の関わりは限定的に行い、関与の

明確な根拠が必要とされる領域です。このため、基

本的に民間の役割が十分にあることを前提に考える

べき領域と言えます。

・第Ⅳ領域は、基本的に市場原理が働く領域であり、

行政の関わりをそれほど必要としませんので、基本的

に民間が担うべき活動領域で、行政の役割は最小

限に留めることが望ましいものと考えられます。

公益的事業

①法的に義務付けられている。
②受益の範囲が不特定多数の市民におよぶ。
③事業の実施によって社会または市全体に効
果がおよぶ。

私益的事業

④法律に義務付けられていない。
⑤特定の市民や団体を対象とし、受益の範囲
が一部に限られる。
⑥事業による効果の範囲が一部に限られる。

必需的事業

❶サービスの対価（使用料・手数料・分担金・
負担金など）を徴収できない。
❷市民の権利等を守るために必要な規制、指
導、情報提供、相談などを目的としている。ま
たは、生活の安全網（セーフティネット）の構
築等を目的としている。
❸他のサービスでの代替ができない。

選択的事業

❹サービスの対価（使用料・手数料・分担金・
負担金など）の一部または全部を徴収できる、
あるいは他のサービス一部または全部を代替で
きる。
❺市の個性、特色、魅力を発展・創造することを
目的としているなど、❷以外を目的としている。
❻他のサービスで一部または全部を代替できる。

✕

公益性／私益性 必需性／選択性

分類
活動領域

（役割の範囲）
領域区分

公益的・必需的
事業

行政の

活動領域
第Ⅰ領域

私益的・必需的
事業

第Ⅱ領域

公益的・選択的
事業

第Ⅲ領域

私益的・選択的
事業

民間の
活動領域

第Ⅳ領域

相反相反
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日
常
生
活
を
営
む
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の

必
需
性

行政が
関わる
妥当性

大

行政が
関わる
妥当性

小

公共サービスの客観的性質分類図

そのサービスが無ければ多くの市民が日常生活を維持できず、また、
市民生活全体に直接または間接的に支障がでるもの
▶多くの市民が利益を受け、かつ日常生活に欠かすことができない
サービス
▶日常生活の質を維持するため、最低限保証 することが必要な
領域であり、市場原理にはなじみにくく、基本的に行政が担う領
域

公益性
社会一般に帰属する利益

私益性
特定の個人や集団に帰属する利益

選
択
性

必
要
と
す
る
個
人
や
団
体
が
選
択
す
る
も
の

そのサービスがあることで、多くの市民が日常生活をより豊かにするこ
とができるが、そのサービスを受けるか否かは、自分の意思で判断で
きるもの
▶多くの市民が利益を受けられるが、その利益を受けるかは、それぞ
れの判断で行えるサービス
▶行政の関与は限定的に行い、関与の明確な根拠が必要とされ、
行政と民間がそれぞれの役割を担う領域

そのサービスが無ければすべての市民ではないが、ある特定の要件に
該当する市民にとっては、日常生活を維持していくことが困難なもの
▶特定の市民だけが利益を受けるが、その人にとっては、日常生活
を維持していくことが困難なもの
▶社会的弱者を生じさせないという公的な役割が端的に示され、行
政と民間がそれぞれの役割を担う領域

第Ⅲ領域 【公益的・選択的サービス】 第Ⅰ領域 【公的・必需的サービス】

第Ⅳ領域 【私益的・選択的サービス】 第Ⅱ領域 【私益的・必需的サービス～】

そのサービスがあることで、ある特定の興味を持っている市民だけが
日常生活をより豊かにでき、そのサービスを選ぶのはその市民の意思
で判断できるもの。
▶欲しいと思う特定の市民だけに対して提供しているが、必ず無くて
は困るものではないサービス
▶基本的に市場原理が働く領域であり、行政の関与をそれほど必
要とせず、基本的に民間が担う領域

(3)領域区分別の性質

・行政と民間の活動領域の特徴を、マトリクス図を用いて整理します。

・領域区分別の行政と民間の協働の進め方については、「公民連携手法
に関するガイドライン」にて整理します。

・第Ⅳ領域は、基本的に民間が担うものとし、本ガイドラインを基に民営化
若しくは廃止する場合には、「市民等との情報共有に関するガイドライン」
に基づき事務を進める必要があります。



23

公 民 連 携 手 法 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン
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・本市においては、「公共サービスにおける行政の役割に関するガイドライン」
(P18)に記載するとおり、これまでも公民連携を進めてきましたが、多くの
事業が委託や指定管理に留まり、手法に検討の余地がある状況です。

・市民の共感を得ながら持続可能な行政経営を行い、「これからの公共」を
つくっていくためには、各公共サービスにおける行政と民間の役割の再整理
とサービス提供の手法の見直しを行い、これまで以上に民間との連携、協
働のもとサービスを提供することが必要です。

・本ガイドラインでは、公共施設等の整備に限らず、全ての事務事業におい
て、適切な公民連携手法の選択を目指し、事務事業の性質に基づく望
ましい手法選択の考え方を示すものです。

・事業の実施に伴う具体的な手続や各手法の詳しい運用方法等について
は、P27,P28に示す既存のガイドライン等を参照してください。

１．目的

※本ガイドラインでは、行政以外の市民や地域、関係団体、民間事業者、大学、
専門家などの主体を総称し「民間」と表現しています。

✓サービス向上
✓地域経済の活性化
✓活動の場の創出
✓雇用の創出

知見・専門技術
創意工夫
スピード感
対応力
信頼性・信用性
公共資源活用
規制緩和などの
環境整備

✓イメージアップ
✓企業価値向上
✓事業機会増加
✓利益拡大

✓コスト削減
✓収入増加
✓事務負担軽減
✓資産の有効活用

提供行
政
の
メ
リ
ッ
ト

民
間
の
メ
リ
ッ
ト

市
民
・
地
域
の
メ
リ
ッ
ト

公民連携による双方のメリットと市民・地域に波及する効果

公
民
連
携
の
効
果

公民連携とは

・公民連携とは、行政(公)と民間(民)が、相互の対話を通じて連携し、
それぞれが持つアイデアやノウハウ、資源、ネットワークなどを結集する
ことで、行政課題や地域課題の解決に資する新たな価値をともに創
出することを指します。

・行政と民間が連携することで、それぞれの特長を活かした公共サービ
スの提供を行うことができ、サービスの質や業務効率の向上、新たな
ビジネスチャンスでの民間の発展、さらには公的負担の軽減を図りな
がら、地域経済の活性化が図られることで「まち」の価値を上げること
ができます。

・公民連携の効果とは、単に公共サービスの担い手を行政から民間に
替え、人件費等によるコスト縮減の効果だけを指すわけではありませ
ん。

・連携する民間にとっては、公民連携に取り組むことで、事業機会の増
加や利益拡大に加えて、CSR（企業の社会的責任）が果たされ、
ブランドイメージや社会的信用の維持及び向上を図ることができると
考えます。

・現在は多くの自治体において、規制の緩和や先進的な研究等により、
これまで行政が担うものとされてきた様々な分野において、民間との
連携が進んでいます。

・類似施設・共通業務の統合による分野横断型の公民連携、近隣
自治体等の複数自治体との連携による広域型の公民連携を行うこ
とでさらなる効果向上を図ることができます。
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(1)これまでの公民連携の進め方

・本市では、現在も、直営や民間委託、指定管理などの手法を用いて
様々な事務事業を実施し、公共サービスを提供しています。
しかしながら、多くの公共サービスを、民間サービスとの連携や役割の整
理を十分に行わずに提供しているため、サービスを提供する手法の選択に
おいても、サービスの性質により適した手法を検討する余地があると考えら
れます。

(2)これからの公民連携の進め方（目指す姿）

・限られたリソース（財源、人材など）を有効に活用し、時代の変化に対
応した公共サービスを提供するために、すべてを行政が担うのではなく、民
間との連携、協働を前提として手法を検討し、より適切な手法で公共
サービスを提供することを目指します。

・次頁にて、公共サービスの客観的性質分類に基づく各領域において望ま
しい手法を示します。

・具体的な公民連携手法導入の検討や既に導入している手法の検証を
行う際には、以下の視点で、その手法を講じることによる評価を行い、慎
重に判断する必要があります。

・公民連携手法の検討に当たっては、民間に丸投げするのではなく、行政と
民間が協働するという意識を持って、適宜モニタリングを行いながら進める
ことが大切です。

・令和７年６月４日付で、国から、人口５万人以上の地方公共団体に
対して、公共施設等の整備等におけるPPP/PFI手法の導入について、
従来型の手法に優先して検討するための基準等を策定する要請があった
ことから、本市においても基準等を整備し、適切に運用する必要がありま
す。

２．基本的な考え方

評価の視点
直営よりも・・・
✓サービス（共感）が向上するか
✓コストが削減できるか
✓収入が増加するか
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望ましい
手法

① ② ③ ④

公共サービスの客観的性質分類図と主な手法

主な手法の選択肢

(３)公共サービスの客観的性質分類から想定される公民連携のあり方

・「公共サービスの客観的性質分類図」における各領域にて望ましい行政と
民間の連携、協働の進め方を示します。

・各領域において、濃い赤色で示す手法が最も望ましいですが、薄い赤色
で示す手法の選択も考えられます。ただし、各事務事業の性質や状況に
より、個別の判断を要する場合もあります。

・公共サービスにおける行政と民間の役割分担のあり方については、「公共
サービスにおける行政の役割に関するガイドライン」にて整理しています。

望ましい
手法

① ② ③ ④

望ましい
手法

① ② ③ ④
望ましい
手法

① ② ③ ④

①民営化

②ＰＦＩ等

③委託・指定管理

④直営



27

・各手法の概要を示します。制度変更や民間市場の成熟等にあわせて、今後、新たな公民連携の手法が追加される可能性も高く、最新情報の入手に努
める必要があります。公民連携は、ソフト事業やハード事業ともに様々な手法で取り組むことが可能です。

分類 手法名 内容 主なガイドライン等（●年●月時点）

①民営化 廃止 ・事務事業を民間に継承・売却するなどして、行政から民間に主体を替えて事業を継続する
手法 ※行政の事務事業としては廃止となる。

・市民等との情報共有に関するガイドライン

②PFI等 PFI ・民間が自ら資金調達を行い、民間が公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を一
体的に行う手法
・代表的なスキームとしては、民間が公共施設等を建設し、完成直後に行政に所有権を移転
した上で民間が維持管理、運営を行うBTOと民間が公共施設等を建設し、維持管理、運
営後に行政に所有権を移転するBOTなどがある。
・類似施設・共通業務の統合による効率化を図る分野横断型、地方公共団体間の連携に
よる業務の効率化・補完にも資する広域型も想定される。

・PFI事業導入の手引き
・民間資金等の活用による公共施設等の整備
等に関する事業の実施に関する基本方針
・PFI事業実施プロセスに関するガイドライン
・PPP/PFI推進アクションプラン
・分野横断型・広域型の PPP/PFI事業導入の
手引 (内閣府民間資金等活用事業推進室)

コンセッショ
ン方式

・利用料金の徴収を行う公共施設等について、施設の所有権を行政に残したまま、民間が運
営権を取得し、施設の維持管理・運営を行う手法
・インフラ施設や収益施設など、公の施設以外の公共施設においても民間が事業の経営主
体になることができる点が指定管理者制度と異なる。

・公共施設等運営権及び公共施設等運営事業
に関するガイドライン(内閣府)

LABV方式 ・LABV(行政が土地等の公有資産の現物出資、民間が資金出資を行って設立する官民共
同事業体)を活用して複数の開発プロジェクトを連鎖的に実施する手法

・事例から学ぶLABV の活用に向けた解説書(内
閣府民間資金等活用事業推進室)

③委託・
指定管理

民間委託 ・コスト縮減や人員の有効活用を図るため、行政に監督権限を有したまま、その事務を民間に
委託し、実施する手法
・民間委託の中には、事務事業に係る一連の業務を包括して委託する包括的民間委託や、
成果指標を設定して支払額を当該成果指標値の改善状況に連動させる成果連動型民
間委託(PFS)などがある。

・伊賀市契約規則
・インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導
入の手引き(国土交通省総合政策局)
・PFSアクションプラン
・成果連動型民間委託契約方式共通的ガイド
ライン(内閣府 成果連動型事業推進室)

指定管理
者制度

・公の施設について、議会の議決を経て指定される「指定管理者」に当該施設の管理に関す
る権限を委任して維持管理や運営を行わせるものであり、行政処分に該当する使用許可も
行うことができる手法
・当該施設において、講座、教室等の自主事業を実施することができるなど、民間委託に比べ、
裁量の余地が大きい。

・伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手
続等に関する条例
・指定管理者制度運用マニュアル

④直営 直営 ・事務事業の全部を行政が実施する手法 ・行政の役割と事業連携に関するガイドライン

３．具体的な進め方
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手法名 内容 参考にすべきガイドライン等
（●年●月時点）

協定締結 ・行政と民間が、双方が持つ資産を相互に活用して地域への貢献や双方の発展に資することを
目的として、包括的または特定の事業において連携する手法

・(包括)連携協定締結に関する運用フロー(伊賀
市)

民間提案制度 ・民間から行政が保有する土地・公共施設に関しての提案を求め、公共施設マネジメントに貢献
する提案を選定し、採用された提案者との協議を経て事業化を図るもの
・また、事業化が決定した際には、提案が採用された者との随意契約を前提とする。

・伊賀市公共施設等の利活用に関する民間提
案制度運用指針

ネーミングライツ ・施設や事業に対して企業名や商品名等を冠とした愛称をつける権利を付与し、その対価を得る
ことで行政の新たな財源を確保する手法

・伊賀市ネーミングライツ導入に関するガイドライン

広告事業 行政の財産(動産・不動産)のうち広告掲載が可能なものに対し、事業者等の広告を掲載するこ
とで、広告収入として新たな財源を確保する手法

・伊賀市広告掲載要綱

企業版ふるさと納税 ・国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人
関係税から税額控除する仕組み

・伊賀市企業版ふるさと応援寄附金取扱要綱

ガバメントクラウド
ファンディング

・行政がプロジェクト実行者としてインターネットを通して、共感した人から資金を募る。寄附した人
の所得税と住民税から寄附金額に応じて一部が軽減(控除)される仕組み

・伊賀市ふるさと応援寄附金取扱要綱

公的不動産の活用 ・低・未利用地について、売却や土地信託、定期借地権を設定することにより、財源を確保する
手法
・市場性、公共性が高い土地では、定期借地権の設定により一部公共施設等の整備を条件と
した民間活用を図ることも可能である。

・伊賀市公有財産管理規則

後援等 ・民間が実施する、市民の福祉及び文化の向上、地域振興等に寄与すると認められる事業等に
対し後援の名義使用等を許可、広報等支援を行う。

・伊賀市の後援等に係る事務取扱要綱

・前頁のほか、具体的な手法を以下に掲載しますので、選択肢として検討してください。
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市民等との情報共有に関するガイドライン
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１．目的

・本市では、市が抱える課題が多様化、複雑化する中、効果的かつ効率
的な行政運営を行うためには、市政への市民意見を聴き、反映すること
が重要です。これまでも審議会の設置やパブリックコメントの募集のほか、
タウンミーティングの開催、アンケート調査などを通して市民等からの意見を
聴く取り組みを推進してきました。
しかしながら、パブリックコメント等での意見が少数にとどまるなど、市政への
興味、関心が高い状態にあるとは言い難い状況です。

・本市が目指す「共感による参加型社会（これからの公共）」の実現に向
けては、市が抱える問題、課題解決のプロセスを市民等に分かりやすく共
有することで、市民等の関心や共感を生み、市や地域が抱える課題解決
への参画意識を高めていくことがますます重要になります。

・本ガイドラインは、「これからの公共」の実現に向け、市民等の関心や共感
を生み、市政への参画意識を高めるため、どのような情報共有を行うべき
であるかについて考え方を示すものです。
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２．基本的な考え方

(1)これまでの情報共有

・本市では、これまでも審議会やパブリックコメントのほか、タウンミーティング、
アンケートなどを通して市政に対する市民等からの意見を聴く取り組みを
推進してきました。
しかしながら、市民目線に立った分かりやすい情報共有が十分にできてい
るとは言い難く、事業等の背景や取り組みの必要性が市民等に適切に伝
わっていない可能性があります。特に決められた最低限の情報共有にとど
まることで、結果として少数の意見にとどまるなどの状況に至っています。

・このような状況下では、多くの市民等が情報を認知するにとどまり、興味・
関心を持つには至らないことが危惧され、共感による参加型社会の実現
は非常に困難であると言えます。

(2)これからの情報共有

・「これからの公共」においては、「市民等の市政への興味・関心が共感につ
ながり、問題・課題の解決のために行政と市民等が協働する」ことが重要
です。

・市民等が市政に興味・関心を持ち、参画につながるよう、市が事業等を
実施する目的や背景等を適切な段階で分かりやすく示す必要があります。

・行政からの一方的な情報共有や決められた手法のみを選択するのではな
く、行政と市民等との双方向のコミュニケーションを意識し、共感を生むた
めに必要な手法を選択することが重要です。

・共感を生むために、分かりやすい情報共有により、市民等に市政の興味・
関心につなげ、市民参画意識の向上を目指します。

認知 興味・関心 意識変容 態度変容 行動 紹介・発信 参画

参画へと繋げるためのポイント

興味・関心を惹く情報発信が重要

戦略的広報のイメージ図（伊賀市広報戦略指針より抜粋）
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(3)ガイドラインの位置づけ

・本市では、自治基本条例において市民への情報共有が定められており、
これまで「伊賀市広報戦略指針」、「市政に関する情報を市民と共有す
るための指針」に基づき情報共有し、市民の意見を市政に反映する取り
組みを進めてきました。

・「これからの情報共有」では、これらの指針等に加え、市民等の市政に対
する興味、関心、共感を高め、参画意識が向上することを目指し、適切
な段階で、市が抱える問題や課題を市民等と共有するための指針として
本ガイドラインを策定しました。

・本ガイドラインは、「市政に関する情報を市民と共有するための指針」 、
「伊賀市自治基本条例（平成16年伊賀市条例第293号）第２章」
及び「伊賀市情報公開条例（平成16年伊賀市条例第15号）」を補
完するものです。

・本ガイドラインでは、情報共有で重要となる次の4つの要素を整理します。
1.「何を」…本ガイドラインが適用される情報の範囲を整理します。
2.「誰に」…情報共有の対象を整理します。
3.「いつ」…情報を共有するタイミングを整理します。
4.「どうする」…情報の共有方法を整理します。

伊賀市広報戦略指針
市の広報活動の目指すべき方向性を定める

市政に関する情報を市民と共有するための指針
市民が必要とする情報を積極的に提供し、市政に関
する情報の共有を推進する

本ガイドラインの位置づけ

何を 誰に

いつ どうする

情報共有で重要となる要素

市民等 と の
情 報 共 有
に 関 す る
ガイド ラ イン
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３．具体的な取組み

(1)本ガイドラインの適用範囲

・本ガイドラインの適用範囲は、市政に関する情報を市民と共有するための
指針のうち、主に、情報共有の時期や手法が定められていない第４項１
号ア、イ及び２号に基づくものとします。

・これら以外の事業等についても、事業等の内容を分かりやすく示す、市民
全体の意見を聴くなど、本ガイドラインを参考にして、市民等に市政へ興
味・関心をもっていただけるよう努めてください。

市政に関する情報を市民と共有するための指針（第１項、第４項抜粋）

１ 目的
この指針は、伊賀市自治基本条例（平成16 年伊賀市条例第293 号）第２章及び伊賀市情報公開条例
（平成16 年伊賀市条例第15 号。以下「条例」という。）第34 条により、市政に関する情報（以下「市政情
報」という。）を市民と市が共有することにより、市民の市政への参加を促進するとともに、市政の運営にお
いて市民と市との協働を推進することを目的とする。

４ 情報共有すべき市政情報
実施機関は、法令等に定めのある場合のほか次に掲げる情報の提供を行う。
(1）市民に提供しなければならない情報
ア 市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項
イ 市の重要な施策に関する事項
ウ 市の予算及び決算並びに財政状況に関する事項
エ 事務事業の評価に関する事項
オ 審議会その他の付属機関の会議に関する事項（条例35条の規定により非公開とする場合を除く。）
(2)市民への提供に努めなければならない情報
ア 条例第７条各号に規定する非公開情報を含まない情報で、市民生活に密接な関係があり、共有するこ
とで第１項に規定する目的にかなうと認められる事項
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行 政

情報共有対象のイメージ

②利害関係者等

①市民(全体)

(3)情報を共有する対象 【誰に】

・情報を共有する対象については、以下のとおりとします。

①市民（全体）：伊賀市自治基本条例第２条第１号に掲げる市民
の定義に準じる。(市内に在住、在勤又は在学する個
人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。)

②利害関係者等：情報共有する事業等において、利害関係を有する個
人または法人その他の団体

・本ガイドラインにおける市民等は①および②を指します。
・情報を共有する際は、利害関係者等のみでなく、市民全体に情報共有
を行うことが重要です。

情報共有

(2)共有する情報の内容 【何を】

・共有する情報の項目は次のとおりとします。
・情報共有を行う際には、広く理解しやすいように分かりやすい言葉選びや
表現を用いることが重要です。

項目 視点

①事業等の概要

②事業等の目的 事業等を実施することで何を達成したいのか

③経緯・現状

④目標 目的に対する具体的な状態

⑤問題 目標と現状の差

⑥課題 問題を解くための手段

⑦コスト 事業等を実施するためには、市民一人当たりどのくら
いのコストがかかるのか

⑧情報共有の状況 何を、いつ、誰に、どのように

⑨その他必要事項

留意事項
・広く理解しやすいように、分かりやすい言葉や表現を用いること。
・具体的な数値等を用いるなどして、エビデンスを明らかにすること。
・市民目線に立った際に、市の事業等に共感できる内容になっているかど
うかを精査すること。
・横断的な情報共有により、市民等の共感が高まる可能性がないか検
討すること。
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(4)情報共有するタイミングと目的 【いつ】

・情報共有するタイミングと共有の目的は次のとおりです。

情報共有①
市民等のニーズ確認 ⇒問題の整理・事業等の方向性の検討時のタイミ

ング、またはそれと同様のタイミング
情報共有②
市民等の意向確認 ⇒課題に対する改善策の提案後、パブリックコメント

等を実施するタイミング
情報共有③
公表 ⇒事業等の内容の決定後のタイミング

問題の整理、事業
等の方向性の作成

情報共有①
市民等の
ニーズ確認

課題に対する
改善策の提案

情報共有②
市民等の意向確認

事業等の
内容の決定

情報共有③
公表

共有するタイミングと目的

情報共有①
市民等のニーズ確認

情報共有②
市民等の意向確認

情報共有③
公表

・事業等に関して、市民等のニーズ確認を
行います。
・広く様々な立場・年代の市民等の意見を
聴くため、事業等に関する情報を共有・
意見を募集します。

・パブリックコメント等の実施により、市民等
からの意見を募集し、意向を確認します。
・パブリックコメントを実施する際は、伊賀市
パブリックコメント制度実施要項を活用し
てください。

・複数の手段を活用し、よ
り多くの市民等へ決定し
た事業等の内容等を公
表します。

事業等の実施が直前の情報共有から一定
の期間が経過し、社会情勢等やニーズが
変化している恐れがある場合は、情報共有
①～③の手順を再度実施する否かを十分
検討する必要があります。
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(5)情報共有の手順 【どうする】

・情報共有は、「市民等との情報共有フォーマット」を活用し、前述の情報
タイミングと共有の目的や共有する対象に合わせ、最適な手段で必要な
情報を共有します。
・手段を限定すると、情報を受け取りにくい人がいることも想定し、市ホーム
ページ、広報いが、SNSなど、複数の手段を活用することが重要です。

情報共有の主な手段

情報共有の目的 主に考えられる手段

広く市民等へのニーズ調査や意向を
確認する

・アンケート調査
・ｅモニター制度
・パブリックコメント 等

利害関係者等の意向を確認する ・タウンミーティング
・住民説明会
・パブリックコメント 等

情報を発信する ・市ホームページ
・広報いが
・公式SNS
・プレスリリース 等
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事務事業の評価と改善に関するガイドライン



38

成果の積上げ

具体的な取組みの設定

１．目的

・「これからの公共」の実現に向けては、市が実施する事務事業が市民等か
ら共感を得られることが重要です。

・市民等から共感を得るためには、行政が抱える問題を的確に捉え、その
問題解決にむけた(問題を解く)プロセスが市民にとって納得できる必要が
あります。

・本市では、平成27年度から行政総合マネジメントシステムにより、施策や
事務事業のPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルの徹底により、効率

的な行政運営に努めていますが、成果指標が設定されていない、あるい
は設定している指標が課題につながっていない事務事業の存在を、外部
委員会などで指摘されています。

・本ガイドラインでは、ロジックモデルを活用した適切な成果指標の設定と事
務事業評価の考え方を示し、効果的なPDCAサイクルの循環につなげま
す。

長期成果 中期成果 短期成果

ロジックモデルの概念図

政 策 施 策 事務事業

本ガイドラインで、
成果指標の設
定と評価方法を
示します

方向性の設定

目的の達成

自治体におけるロジック
モデル

ある施策がその目的を達
成するに至るまでの論理
的な因果関係を明示し
たもの
(文部科学省ホームページから
引用)

将来像

分野

施策目標 基本事業 事務事業
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２．基本的な考え方

総合計画の構成

(1)事務事業とは

・事務事業は総合計画で掲げる「施策の目指す姿＝施策目標」を達成す
るための手段です。そのため、施策目標につながるよう事務事業の目標を
設定する必要があります。

・「①施策目標」は、理想と「②現状」のギャップ（＝問題）を改善、解消、
解決するために掲げた目標で、そのために取り組むことを「③課題」として
整理しています。

・「①施策目標」を達成するための具体的な取り組みとして「④基本事業」
があり、「④基本事業」単位で「⑤事務事業」を設定しています。

①施策目標

②現状 ③課題

⑤事務事業

④基本事業
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(3)問題の解き方（解決策等）

・問題の解き方には、次の3種類があります。
①「改善」…理想と現状の差を小さくすること
②「解消」…理想と現状の差を（一時的に）無くすこと
③「解決」…理想と現状の差が発生しなくすること

・事務事業によって、問題の解き方(改善、解消、解決)が異なることもあ
るため、効率的かつ効果的に問題を解くためには、どのような解き方を選
択すべきか判断することが求められます。

(2)問題を解くとは

・「問題を解く」とは、理想と現状の差(ギャップ)を改善、解消あるいは解
決し、理想に近づける（ギャップを埋める）ことです。

・問題を解くためには、理想と現状の差を生み出している原因を明確にし、
その原因を取り除くために具体的に取り組むこと(＝課題)は何かを考え
る必要があります。

・課題（＝具体的に取り組むこと）は複数になることが多く、その課題を
論理的に可視化する手法の一つであるロジックモデルを活用することが
有効です。

・問題…理想と現状の差(ギャップ)
・原因…理想と現状の差を生み出している要素で、
原因は複数存在することがある。
・課題…問題を解くための具体的な取組み

※「問題を解く」にあたっては、人口減少など、変え
ることができない(容易ではない)ことを、問題でなく、
前提条件として取り組む必要がある。

理想

現状

問題

問題の解き方のイメージ問題のイメージ

理想

現状

理想

現実

改善

理想と現状の差を縮める理想と現状の差(ギャップ)

理想

現状

理想

現実

解消

理想と現状の差が
（一時的に）無くなる

理想

現状

理想

現状

解決

理想と現状の差が生まれない

＝
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３．具体的な進め方

成果指標、目標の設定と評価までの手順

・事務事業の成果指標や目標を設定し、また見直すタイミングは予算要
求時とします。

・施策目標の実現に向け、施策を構成する事務事業を見直し、次年度
の目標を掲げ予算要求を行う手順とします。

成果指標・目標の設定と評価までの手順

①ロジックモデルの設定

・施策目標(最終目標)を起点とし、その達成に必要な基本事業(中間
的な成果)を設定します。

・さらに基本事業を構成する事務事業(具体的な活動)を設定します。

・目標達成に向けた一連の因果関係を整理し可視化することが重要で
あるため、「(仮称)新たな事務事業の見える化シート」（ロジックモデル
の設定の補助ツール）を活用し、ロジックモデルの状態を確認するよう
努めてください。

共通管理シート作成
(予算要求時)

①
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
設
定

②
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
確
認

③
成
果
指
標
、
目
標
の
設
定

④
有
効
性
の
確
認

事業実施

⑤
事
務
事
業
の
実
施

⑥
事
務
事
業
の
評
価

⑦
今
後
の
方
向
性
の
決
定

共通管理シート
作成（評価時）

施策目標

基本事業① 基本事業②

事務事業②事務事業① 事務事業③

ロジックモデルのイメージ（施策と事務事業のつながりと問題の粒度）

具体的な取組み①

具体的な取組み②

具体的な取組み③

問題、課題の粒度
・問題、課題の粒度は、施策、基本事業、
事務事業で異なります。
(施策＞基本事業＞事務事業)
・施策、基本事業、事務事業それぞれで問
題の発生原因を分析し、それぞれに合った粒
度の課題を設定することが必要です。
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有効性を確認するためのチェック項目

区分 チェック項目

指標の
設 定

□経年変化を把握でき、かつ、計測可能か。
□成果を表す数値目標が設定できているか。
□指標の重複はないか。
□事業効果が分かりやすい指標となっているか。
□根拠に基づく指標となっているか。
□施策目標や基本事業と因果関係のある指標となっているか。

目標の
設 定

□目標値の根拠や意図について合理的な説明ができるか。
□容易に達成できる目標になっていないか。

施策の指標、目標（アウトカム）

指標、目標の設定と、施策、基本事業、事務事業の関係性

②ロジックモデルの確認

・前述のとおり事務事業の設定にあたっては、施策目標の達成に向けた
一連の因果関係が整合している必要があります。
（事務事業⇔基本事業⇔施策目標）
・そのためには、事務事業が目的ごとに統合されることが望まれます。

③成果指標、目標の設定

・成果指標は成果を測る尺度を指します。目標はその尺度によって目指
すべき状態(数値目標)を示すことができる必要があります。

・成果指標、目標は、事業効果のほか、予算や人員の必要性を確認す
るため、全ての事務事業に設定します。

・指標には、アウトカム指標とアウトプット指標があり、アウトプット(活動)を
積み重ね、その結果として得られるアウトカム(成果)を成果指標として
設定します。

・原則、指標はアウトカム指標が望ましいものの、事務事業によってアウト
カム指標の設定が困難な場合は、例外的に施策や基本事業で設定し
ている指標と因果関係があるアウトプット指標を設定することもあり得ま
す。

基本事業の指標、目標（アウトカム）

事務事業の指標、目標
（アウトカム）※例外的にアウトプット可

基本事業の成果が
高まれば、施策の成
果も高まる

事務事業の成果が
高まれば、基本事業
の成果も高まる

④有効性の確認

・指標、目標の有効性をチェックします。

⑤事務事業の実施

・目標達成を目指し事務事業を実施します。
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⑥事務事業の評価

・事務事業の評価は、事務事業の改善および今後の方向性決定のため
に行います。

・評価項目により事務事業を評価し可視化することで、事務事業の改善
につなげます。

・主観的な評価ではなく、設定した目標の達成度やチェック項目を用いて、
事務事業を客観的に評価します。

評価項目 視点 評価指標 評点

成果等
指標の目標の達
成度および適切な
指標等の設定

設定した目標の達成度およ
び指標や目標の設定状況に
より評点を配点

1~5

ニーズ
ニーズの把握や状
況

ニーズ調査の実施の有無等
により評点を配点

1~5

コスト
コスト意識や取り
組み状況

予算の執行状況、コスト評
価等のチェック項目により評
点を配点

1~5

業務負担
民間との業務負
担および民間活
力導入の状況

行政関与の割合、民間活
力の導入等のチェック項目に
より評点を配点

1~5

市民満足度
市民満足度への
寄与

施策の市民満足度により評
点を配点

1~5

事務事業評価の評価項目、評点項目

⑦今後の方向性の決定

・事務事業の評価結果を踏まえて、事務事業の今後の方向性を決定し
ます。

方向性 内容 判断基準（参考）

拡充
成果等を上げるため経営
資源をさらに投入するもの

・評価点数が高く、向上の余地が
ある

縮小
経営資源の投入を減らす
もの

・ニーズが低い
・成果や満足度は高いが、業務負
担やコストの評価が低い

維持
前年度と同程度の経営
資源を投入するもの

・一定以上の評価結果であり、継
続することで目標達成に近づく

統合
類似目的の他の事務事
業と統合するもの

・ニーズはあるが、業務負担やコスト
の評価が低く、統合することで効率
性が高まる

分割
異なる目的の事務事業と
して複数に分割するもの

・ニーズはあるが、成果が低い
・成果に対する事業の因果関係が
薄い

再構築
施策の目的達成のために、
現在の事務事業をゼロか
ら見直すもの

・ニーズはあるが、他の項目の評価
が低い、又は一部でも著しく低い評
価がある

廃止
目的に疑義があり、3年
以内に取りやめるもの

・ニーズが低い
・成果は上がっているが、満足度は
低く、全体的に評価が低い

完了
目標を達成したため終了
するもの

・成果が高く、目標を達成したもの

今後の方向性と判断基準
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基本事業の目標達成に寄与する指標設定の検討例 （②関係）

理想とする指標 別の切り口で物事を見る 代替指標例

人権問題に対する
意識向上率

人権問題に関心を持つ人
が増えている。

始めて人権啓発事業に
参加した市民の人数

地球温暖化防止の
度合い

二酸化炭素排出量の抑
制に対する市民意識の向
上

一人当たりのの一般廃
棄物の収集量

仕事と子育ての両
立度

育児休業制度の活用 市内企業等の育児休業
制度普及率、育児休業
取得率（日数）

事業名 事業目的 理想的な指標 代表指標例

環境保護事
業

森林保護活動を推
進することにより地域
の生物多様性を維
持する。

地域の生物多
様性

地域住民の環境
活動実施数、環
境啓発事業への参
加者数

地域防災推
進事業

防災訓練を実施する
ことにより、地域住民
の災害対応能力を
向上させる。

災害時の住民
対応能力の評
価

防災訓練の参加
率

経済開発事
業

ビジネス支援プログラ
ムを通じて、地域の
経済成長を促進する。

地域経済成
長率

新規ビジネスの設
立数

代替指標設定の検討例 （①関係）

成果指標、目標設定が困難な場合の考え方

①別の切り口で測定可能な指標を検討する（代替指標の設定）
・指標が測定できない、あるいは測定にコストや期間を要する場合は、別
の切り口でデータ収集できる指標を設定します。

②基本事業の目標達成に寄与する指標を検討する
・例えば、「健康診断の実施により、生活習慣病患者数を減らす」ことを
目的とした事務事業の場合、理想的な指標は「生活習慣病の患者
数」等となりますが、生活習慣病は健康診断受診以外の要素によって
も増減し、効果が正確に測定できないことが考えられます。

・このような場合は、健康診断を受診することが生活習慣病の予防につ
ながる「健康診断受診率」等を指標とすることを検討します。

・一つの事務事業の効果だけでは基本事業の目標達成度が測定できな
い場合は、類推する指標を設定することで対応します。

③事業の実施過程でのデータ収集を検討する（これまで把握していな
いデータを収集）
・事務事業の実施過程で、アンケート等により満足度、達成度等を把握
することで設定できる指標を採用します。

・研修やイベントでのアンケートや、eモニターを活用したアンケートなどが考
えられますが、データ収集にかかるコスト、業務負担等を踏まえた検討が
必要です。
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